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１ 

西蒲区の交通環境改善に向けて
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（１）西蒲区生活交通改善プランとは 

  西蒲区では、自家用車普及に伴う利用者離れなどから路線バスの廃止や減便が繰り返

された結果、区全体の交通利便性が低下しており、公共交通（主にバス）による移動手

段がない空白地も数多く存在しています。 

  一方で路線バス・区バスは、高校生だけでなく、学区の広さから小中学生にも通学の

手段として利用されており、生活に欠かせないものと言えます。 

また、平成 27 年の国勢調査では、65 歳以上の高齢者人口の割合が 30.3％と市内 8 区

で最も高く、その 15 年後の令和 12 年には 40.8％に達する推計もあるなど、超高齢化が

他の区より早く進行しているため、自家用車を運転できず公共交通機関に頼らざるを得

ない人など交通弱者の急激な増加が危惧されます。 

こうしたことから、安心して暮らし続けることができる区づくりを進めるには、日常

生活における移動手段確保が急務となっており、誰もが移動しやすい交通環境の実現に

向け、平成 27 年に「西蒲区生活交通改善プラン」を策定しました。今回、５年間の計画

期間終了に伴い、現状を再検証し、令和２年度から３年間のプランとして改定しました。 

（２）西蒲区生活交通改善プランの位置付け 

本市では、交通政策の基本方針となる「にいがた交通戦略プラン」の策定から概ね 10

年が経過するなか、これまでの取り組みの事後評価を行うとともに、JR新潟駅の高架化

を契機とする拠点性の強化や人口減少、少子・超高齢化の進展などの課題に対応するた

め、今後の 10年を見据え、新たに「にいがた都市交通戦略プラン」を令和元年 7月に策

定し、「県都新潟の拠点化と安心して暮らせるまち」を目指しています。 

その実現に向け、公共交通分野の実施計画として「新潟市地域公共交通網形成計画」

を策定し、持続可能な公共交通ネットワークの形成を図るため、5 つの基本方針に基づ

き、令和４年度までに取り組む交通施策等を定めました。 

生活交通改善プランは、新潟市地域公共交通網形成計画の一部として、市民や関係者

との協働のもと、各区の地域公共交通の現状と課題への対応や、魅力あるまちづくりと

の連携など、各区の実情に応じて必要となる具体的な交通施策等を定める実施計画です。 
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【関連計画の計画期間】

  ＜参考＞ 交通施策の基本となる条例と交通戦略プラン 

新潟市では、政令市にふさわしい活力と魅力にあふれるまちづくりに向け、本市の交

通施策の基本となる理念や方針などをまとめた「新潟市公共交通及び自転車で移動しや

すく快適に歩けるまちづくり条例」や「にいがた都市交通戦略プラン」、「新潟市地域公

共交通網形成計画」に基づき、誰もが移動しやすく、都市の持続性を支えていくことが

可能な交通環境の実現に取り組んでいます。 

にいがた都市交通戦略プラン[基本計画]

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　[実施計画]

新潟市地域公共交通網形成計画

にいがた未来ビジョン

西蒲区生活交通改善プラン

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

前期計画 後期計画

改定前 今回策定

○新潟市公共交通及び自転車で移動しやすく快適に歩ける 

まちづくり条例 （平成 24 年 7月策定） 

【目的】 

移動しやすいまちづくりに関する基本理念や施策の基本となる事項を定め、

市・市民・事業者及び公共交通事業者の責務を明らかにするとともに、それぞれ

の協働により総合的、計画的かつ効果的に取り組みを推進することで、自動車の

過度な利用からの転換を図り、市民が健康で暮らしやすい社会の実現に寄与する

もの。 

（年度）

【西蒲区生活交通改善プランの位置付け（イメージ）】
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○にいがた都市交通戦略プラン （令和元年 7月策定）

Ⅰ 多核連携型のまちづくりを支える交通戦略 

  ①都市方面を結ぶ公共交通の利用促進に向けたサービス強化 

  ②鉄道・バス・タクシー等の交通手段間の役割分担と結節強化 

  ③災害に強く、健全な社会活動や渋滞緩和等に必要な道路の整備 

  ④地域のまちなかへの居住・施設立地誘導との連携 

Ⅱ 都市の活力と拠点性を強化する交通戦略 

 ①土地利用と連携した期間公共交通軸の形成 

②広域交通と二次交通が連携した主要拠点間のアクセス強化と周遊強化 

Ⅲ まちなかの賑わいを創出する交通戦略 

 ①多様な手段による回遊性向上と結節強化 

 ②都心部への通過交通抑制に資する道路の整備 

 ③公共交通や歩行者自転車空間創出に資する道路空間の再構築・利活用 

Ⅳ 暮らしを支えるモビリティを地域で育む交通戦略

  ①地域のまちづくりと連携した区内公共交通網の形成

  ②多様なライフステージのニーズや需要に応じた交通手段の活用

  ③地域主導による計画づくりや運営の支援

Ⅴ みんなで築き上げる交通戦略

  ①公共交通等の利用促進に向けた情報提供や意識啓発の強化

  ②ユニバーサルデザインの積極的な導入

  ③地域主導による計画づくりや運営の支援

  ④民間活力による新技術等の導入

○新潟市地域公共交通網形成計画 （令和元年 7 月策定）

 ・都心アクセスに資する公共交通を維持・拡充します。 

 ・広域交通（駅・港・空港）と都市交通の連携を図ります。 

 ・基幹公共交通軸を段階的に整備しまちなかの回遊性を強化します。 

 ・多様なライフステージの移動ニーズに応じた区バス・住民バスを確保

します。

 ・公共交通の利便性を向上させ自家用車からの転換を促進します。
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２ 

これまでの取り組み
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（１）これまでの取り組みの状況

 「西蒲区生活交通改善プラン」では、平成 27年度から５年間を計画期間とし、区内公共交通全体の活性化と利便性向上を図り、将来にわたり持続可能な交通環境を構築することを目指し、「デマンド交通（※）を含

む住民バス普及による公共交通空白地の対策」、「既存路線バスの整理・利便性向上」、「各種交通結節機能の強化」、「地域や交通事業者との連携強化」の４つの基本方針に基づき、様々な取り組みを行ってきました。 

①デマンド交通を含む住民バス普及による公共交通空白地の対策
・平成26年度に実施した住民アンケートに基づいた住民
バス社会実験の運行実施（角田地区）

・平成27～29年度に角田地区住民バス社会実験を実施。目標収支率20％に対し、29年度収支率11.1％
となり本格運行に至らず。

終了
今後は、P24「令和２年度以降の取り組み」
No.4にて検討

・住民バス制度に関する地域説明 ・平成29、30年度にそれぞれ１地域からバス運行の要望・相談があったが、説明会開催には至らず。 継続
バス運行を要望する地域に対して、制度説明
対応を継続

デマンド交通等多様
な運行形態の検討

・平成26年度に実施した住民アンケートに基づいた
デマンド方式の住民バス社会実験運行実施（岩室地区）

・平成27年度社会実験実施に向け、制度研究及び各タクシー事業者との協議を進めていたが、デマンド交通
を市全体の制度として市都市交通政策課が整理、検討することとなり、実施に至らず。

再整理
P24「令和２年度以降の取り組み」No.4にて
検討

② 既存路線バスの整理・利便性向上
・平成26年度に抽出した各路線の課題について、沿線
住民等と改善案を協議

・沿線自治会への聞き取り、協議を経て、平成28年10月に、巻～角田線の経路短縮により小学生の通学利便
性向上を、巻～和納～間瀬線の経路変更により岩室リハビリテーション病院への通院利便性向上を図った。

終了
バス路線の改善は、P24「令和２年度以降の
取り組み」No.1等で引き続き検討

・平成26年度に導入した区バス位置情報システムの周知
の徹底

・区バス位置情報システムのQRコードを印刷した区バス時刻表を毎年３月に作成し、沿線自治会に全戸配布
　を実施。
・毎年２回程度、区だより１面で区バス位置情報システムを含めた区バス利用PRを実施。

継続
区バス時刻表の作成及び区だより等による
利用促進を今後も継続

ＪＲや高速バスとの
連携強化

・行政と交通事業者による協議 ・毎年交通事業者と協議の上、他の交通機関との乗り換え利便性向上のため、区バスの運行時刻変更を実施。 継続
乗り換え利便性向上のため、区バス運行時刻
見直しを引き続き検討

定期券・回数券等の
販売窓口増設

・行政と交通事業者による協議
・平成31年４月に一部路線バスの交通事業者が変更となった際に協議を行い、バス車内での回数券販売
券種を全種類に拡大し、利用者の利便性向上を図った。

改善
バス車内での販売拡大など、実現性の高い
取り組みを検討

③ 各種交通の結節機能強化
区中心部の移動利便
性の向上

・巻まちなか循環バス社会実験の運行実施（平成26年度
の実施結果をふまえ、運行内容を見直して実施）

・平成25～平成27年度に社会実験を実施。目標収支率30％に対し、27年度収支率5.5％となり本格運行に
　至らず。

終了
今後は、P24「令和２年度以降の取り組み」
No.4にて検討

乗り継ぎ割引制度の
導入（ICカード導入
検討）

・行政と交通事業者による協議
・平成29年４月、区バス車両をICカード読み取り装置を搭載した低床ノンステップバスに変更する際に
　交通事業者と協議。装置だけでなく、ICカード運用に必要なシステム導入に多額の経費が必要となること
から、見送りとなった。

継続
制度導入可能性について、引き続き調査・
検討

・巻駅周辺整備事業の実施に合わせた巻駅周辺への
駐車場設置の検討

・平成28年度からJRと連携した巻駅パークアンドライド社会実験を実施。 継続
巻駅パークアンドライドは、令和２年度から
本格運用

・時間貸し駐車場など、様々な利用形態を想定した
パークアンドライドの検討

・令和元年7月から巻駅パークアンドライド社会実験にカーシェアリングを導入。 継続 利用促進を図るため、関係者・機関と連携

④ 地域や交通事業者との連携強化

・公共交通の総合的なガイドを作成し、区内に全戸配布
・毎年3月に路線バス、区バス、高速バス、JRの時刻表をまとめた「西蒲区公共交通まるごとガイド」を
　作成し、区内全世帯に配布。

継続
「西蒲区公共交通まるごとガイド」の作成は
今後も継続

・区役所だより、ホームページ等を通じた積極的な広報
・年２回程度、区だより１面を使用し、区バス等公共交通の利用PRを実施。
・ホームページで区バスの運行情報発信や広告募集などを実施。

継続
区だより等による広報は引き続き積極的に
実施

交通事業者との連携
・行政と交通事業者による路線改善に向けた継続的検討
・バス路線運行に関わる支援

・路線バス、区バスの路線改善等のため、交通事業者と緊密に連携し、協議、検討を実施。 継続
交通事業者と緊密に連携し、引き続きバス路
線の改善等を図る

西蒲区生活交通改善プラン（平成27~令和元年度）における取り組み
取り組み結果 事後評価・今後の対応

取り組み内容 具体的な取り組み
基本
方針

住民バスの普及・
運行支援

バス路線の見直し

パークアンドライド
の推進

地域との連携・利用
意識啓発

※デマンド交通：電話予約など利用者のニーズに応じて柔軟な運行をする公共交通の一形態。運行方式や運行ダイヤ、発着地の自由度の組み合わせにより、多様な運行形態が存在する。
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３ 

西蒲区の現状と課題
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（１）西蒲区の概要 

西蒲区は、新潟市の南西部に位置し、西部には日本海を望む海岸線と角田山・多宝山など

からなる山地を有し、その他の大部分を占める広大な平野には田園が展開し、信濃川の分流

である西川と中ノ口川が流れている自然豊かな環境にあります。 

面 積 176.55 平方キロメートル  ※国土交通省国土地理院（平成 30年）

人 口 56,749 人〔男 27,481 人、女 29,268 人〕

世帯数 20,479 世帯       
※令和元年 5月住民基本台帳人口 

（新潟市ホームページに掲載） 
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（２）西蒲区の現状

①社会環境 

ア：人口構成

西蒲区は他区と比較し、老年人口（65歳以上）及び75歳以上の割合が最も大きくなっています。 

出典：住民基本台帳人口（年齢1歳ごと）令和元年5月（新潟市ホームページに掲載）
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7,536
13.3% 

39,923
70.3% 

9,290
16.4% 

5,242 
11.7%

26,347 
58.9%

13,130 
29.4%

9,487 
12.3%

43,622 
56.6%

23,854 
31.1%

8,973
13.1% 

39,575
57.7% 

20,040
29.2% 

20,510 
11.7%

108,427 
61.7%

46,688 
26.6%

16,612 
12.2%

81,111 
59.2%

39,135 
28.6%

8,807 
11.9%

42,746 
57.7%

22,570 
30.4%

95,288 
12.1%

465,939 
58.9%

229,232 
29.0%

6,042 
10.6%

32,330 
57.0%

18,377 
32.4%

13,893
21% 

52,860 
79%

116,373
14.7% 

558,001
70.6% 

116,085
14.7% 

19,615
12.5% 

91,781
58.5% 

45,438 
29.0%

年少人口（0～14 歳）／生産年齢人口（15～64 歳）／老年人口（65 歳以上）

0～17 歳（※１） ／         18～74 歳 ／     75 歳以上（※２）

N=321,028 

N=27,020 

N=55,492 

N=88,399 

N=23,627 

N=18,327 

北区 

西蒲区 

東区 

江南区 

中央区 

秋葉区

西区 

南区 

新潟市 

N = 76,963 

N = 68,588 

N = 175,625 

N = 136,858 

N = 74,123 

N = 56,749 

N = 790,459 
新潟市 

東区 

西蒲区 

北区 

中央区 

江南区 

N = 156,834 

N = 44,719 

N = 56,749 

N = 790,459 

N = 74,123 

N = 136,858 

N = 175,625 

N = 68,588 

N = 76,963 

N = 44,719 

N = 156,834 

西蒲区 

新潟市 

北区 

東区 

中央区 

江南区 

秋葉区

南区 

西区 

65 歳以上世帯員がいる世帯／65 歳以上世帯員がいない世帯

75 歳以上世帯員がいる世帯／75 歳以上世帯員がいない世帯

秋葉区 

南区 

西区 

N=26,854 

N=14,556 

N=66,753 

75 歳以上世帯員がいる世帯の

単独世帯／単独世帯でない世帯

凡例 上段：世帯数 下段：割合

凡例 上段：世帯数 下段：割合

N=18,327 

凡例 上段：人口 下段：割合

凡例 上段：人口 下段：割合

N=321,028 

N=27,020 

N=55,492 

N=88,399 

N=23,627 

N=26,854 

N=14,556 

N=66,753 

西蒲区 

新潟市 

北区 

東区 

中央区 

江南区 

秋葉区 

南区 

西区 

N=6,151 

N=8,178 

N=6,667 

N=12,229 

N=15,850 

N=5,891 

N=13,893 

N=4,422 

N=73,281 

凡例 上段：世帯数 下段：割合

※１：自動車運転免許の取得が出来ない年齢

※２：認知機能検査と高齢者講習を受けないと運転免許の更新ができない年齢

イ：世帯構成（高齢者世帯の割合） 

西蒲区は他区と比較し、高齢者世帯の割合が最も大きい。一方、75歳以上の世帯員がいる世帯について

は、単独世帯の割合が南区に次いで２番目に小さくなっています。 

出典：平成 27年国勢調査 第 8表「世帯の家族類型(16区分)、65歳以上世帯員の有無別一般世帯数、一般世帯人員及び

65歳以上世帯人員」（新潟市ホームページに掲載）
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ウ：自家用乗用車の普及率 

  西蒲区の一人あたりの自家用乗用車台数（軽自動車含む）は0.647と、南区の0.664に次い 

で２番目に多くなっています。同様に、世帯当たりの自家用乗用車台数（軽自動車含む）は 

1.84であり、南区の1.89に次いで２番目に多くなっています。このことから、一人あたり及び世 

帯あたりの自家用乗用車の普及率が新潟市内において高いことがわかります。 

※「旧コード」は政令市指定都市移行前の新潟市を表す。

出典：新潟県運輸概況 平成30年度版（北陸信越運輸局新潟運輸支局）

エ：運転免許の返納 

     西蒲区における運転免許の返納件数は、新潟県全体と比較して、少なくなっています。 

出典：西蒲警察署

               交通年鑑（新潟県警察本部）

               運転免許統計（警察庁）

人口 世帯数 世帯あたり人口
自家用乗用車数
（軽自動車含む）

乗用車（軽含む）
一台あたり人口

一人あたり
自家用乗用車
台数（軽含む）

世帯あたり
自家用乗用車
台数（軽含む）

H30.3.31 H30.3.31 （人／世帯） H30.3.31 （人／台） （台／人） （台／世帯）

794,166 336,496 2.4 475,919 1.67 0.599 1.41

北区 74,782 28,876 2.6 45,451 1.65 0.608 1.57

東区 137,438 60,679 2.3 74,583 1.84 0.543 1.23

中央区 175,961 86,532 2.0 90,906 1.94 0.517 1.05

江南区 69,030 26,961 2.6 41,235 1.67 0.597 1.53

秋葉区 77,317 29,698 2.6 46,817 1.65 0.606 1.58

南区 45,158 15,905 2.8 29,997 1.51 0.664 1.89

西区 156,743 67,500 2.3 83,679 1.87 0.534 1.24

西蒲区 57,737 20,345 2.8 37,344 1.55 0.647 1.84

(旧コード） - - - 25,907 - - -

新潟市

免許返納
件数（a）
※平成30年中

運転免許
保有者数(b)
※平成30年末

aに対する
bの割合

西蒲区 204 41,087 0.50%
新潟県 8,611 1,560,349 0.55%
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オ：既存集落の分布及び主要施設の立地

既存集落、公共施設、総合病院及びスーパーマーケット等の商業施設を下図に整理しました。 

西蒲区では湿地に水田、自然堤防上に集落が分布しているのが特徴です。 

公共施設は各地域の中心地に点在するのに対して、商業施設は自家用車の利用を前提として、一般国道116号（またはその旧道）に沿って分布していることがわかります。 
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②交通                                        （令和 2年 3月時点） 

【鉄道】 

区の中央を南北にＪＲ越後線が通り、巻駅、越後曽根駅、岩室駅の計3駅が設置され、区外

へのアクセス手段として最も重要な役割を担っています。 

【高速道路】 

区の東側を南北に北陸自動車道が通り、巻潟東インターチェンジ周辺に整備された駐車場

と高速バスの組み合わせによるパークアンドライドは、越後線同様都心へアクセスする際の重

要な手段となっています。 

【道路】 

南北方向に国道116号と402号、東西方向に国道460号が通っています。 

【路線バス・区バス】 

ＪＲ巻駅を中心とする放射状の路線網となっており、多くが区内完結路線であるため、区外

への移動には鉄道か高速バスのいずれかに乗り継ぐ必要があります。 

【福祉バス・中之口老人福祉センター送迎バス】 

    高齢者（65歳以上）のみ利用可能です。福祉バスは岩室、西川、潟東地域でそれぞれ運行 

しており、地域内の各集落と主要施設を結んでいます。 

【スクールバス】 

    岩室小学校、岩室中学校、潟東小学校の通学のため運行しています。 

 【タクシー】 

    区内にはタクシー事業者4社の営業所等があり、一般タクシー車両が合計23両、福祉タクシ

ー車両が合計6両存在します(平成31年3月末時点)。 

【観光周遊バス（令和元年7月から社会実験）】 

    区内に点在する観光スポットをつなぐ交通手段として運行しています。 

【その他】 

    自治会が運営する買い物支援事業、病院等民間事業者が運行する送迎バスがあります。 
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１次交通 

※区外への移動

○JR 越後線 ○高速バス 

越後 

曽根駅
巻駅 

岩室

駅 

新潟行 26 25 24 

吉田行 27 26 25 

・高速バス停 「巻・潟東」 から 

新潟方面 ： 62 便/日 

三条方面 ： 53 便/日 

※高速道上を通る高速バスは、平均約

10 分間隔の発着があり非常に利便

性が高い 

交通結節点

越後曽根駅 ・ 巻駅 ・ 岩室駅 

・各駅周辺に民間有料駐車場あり 

・巻駅はパークアンドライド及びカーシ

ェア社会実験実施 

・岩室駅のみ市営の無料駐車場あり 

巻潟東インターチェンジ 
（市営無料駐車場：390 台） 

２次交通 

〔路線バス・

区バス〕 

※区内の移動

・巻～角田線：巻北小学校、巻西中学校     ・巻～和納～間瀬線：巻南小学校

・巻～浦浜線：巻南小学校、巻東中学校（冬季） 

・巻～栄町線：漆山小学校、巻東中学校（冬季） 

（便/日）

（便/日）

※新潟⇔内野間（52 往復/日）と

比べ、約半数の便数

 越後曽根駅 巻駅 岩室駅 巻潟東 IC 

発 4 48 12 40 

着 4 45 12 38 

計 8 93 24 78 

区バス 中之口ルート
新潟交通
観光バス㈱

中型バス 14 0 ○ ○

巻～角田線
新潟交通
観光バス㈱

中型バス 16 9 ○

巻～稲島線
新潟交通
観光バス㈱

中型バス 2 2 ○

巻～浦浜線
新潟交通
観光バス㈱

中型バス 14 7 ○

巻～和納～
間瀬線

ウエスト
観光バス㈱

マイクロバス 13 6 ○ ○

巻～栄町線
ウエスト
観光バス㈱

マイクロバス 8 0 ○

巻～六分
（～加茂）線

新潟交通
観光バス㈱

中型バス 10 4 ○ ○

巻～白根線
新潟交通
観光バス㈱

中型バス 18 7 ○ ○

白根～曽根線
白根タクシー㈱・
太陽交通新潟㈲

ジャンボ
タクシー

8 4 ○

運行事業者路線名・ルート区分
便数 各結節点

路線
バス

越後
曽根駅

巻潟東
IC

岩室駅巻駅平日 土休日
運行車両

各結節点の発着状況（平日）

各路線・ルートの運行状況

（令和 2年 3月時点） 

通学利用状況（小・中学校）
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そ 
の 
他

バ目
ス的
等  

・福祉バス（利用者制限あり・運行日が限定され毎日利用不可） 

・観光周遊バス（社会実験・利用者制限なし） 

・スクールバス（岩室小学校、岩室中学校、潟東小学校） 

・買い物支援事業（利用者制限あり・自治会運営） 
バ民
ス間
 運
 行

病院、自動車学校、観光施設等が送迎バスを運行

タ
ク
シ
ー

【区内事業者】 

・まきタクシー有限会社 

・曽根タクシー株式会社 

・弥彦タクシー株式会社 

・株式会社燕タクシー 

【営業区域】 

西蒲区は、国土交通省北陸信越運輸局公示における「新潟市Ｆ・燕市Ｂ・西蒲

原郡（※）」に属しており、区内営業所のタクシーは、乗車地または降車地のいず

れかがこの区域内でなければ営業できない。 

※新潟市Ｆ ：新潟市のうち旧岩室村、旧西川町、旧潟東村、旧中之口村、

旧巻町、旧味方村、旧月潟村 

燕市Ｂ  ：燕市のうち旧分水町、旧吉田町 

西蒲原郡：弥彦村 

岩室
出張所・岩室駅・間瀬・
赤鏥

第1・第3・第4木 2便/日

だいろ号 月・火・木・土 4便/日

あじさい号 月・火・木・土 4便/日

潟東
五之上方面・巻潟東ＩＣ
方面

火・金・土 3便/日

共立方面 第1・第3水 2便/日

南部方面 第1・第3水 2便/日

潟浦新・長場方面 第1・第3金 2便/日

高中方面 第1・第3金 2便/日

打越方面 第2・第4水 2便/日

道上方面 第2・第4水 2便/日

六門・針ヶ曽根方面 第2・第4金 2便/日

西川

中之口老人福祉
センター送迎バス

運行日 便数 備考

中之口

経路地区
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14 

9
10

4

14

6

＜参考資料＞ 西蒲区の交通の現状図 

12

18

10

36

JR越後線
１日 51便（巻駅）

高速バス
北陸道上は１日 115便

路線バス
□の数字は平日の便数（往路＋復路）

区バス
1日 14便（平日のみ）

岩室・西川・潟東福祉バス
中之口老人福祉センター送迎バス

観光周遊バス
土・日運行（１日５便）

   ※スクールバス、買い物支援事業及び

民間運行バスは非表示

至 内野

JR越後線

よりなれ

ゆう学館

岩室駅

中之口老人
福祉ｾﾝﾀｰ

巻駅 

至 加茂

8

陸
自

動
車

道

北

じょんのび館

角田

浦浜

間瀬

栄町

間手橋

西蒲区役所

西川出張所

潟東出張所

岩室出張所
中之口出張所

六分

巻潟東ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ

松野尾

峰岡

稲島

北吉田駅

新飯田橋

だいろ号コース

あじさい号コース 

越後曽根駅

中之口コース６

中之口コース５ 中之口コース７

中之口コース１・２ 

中之口コース３・４ 

馬堀

病院

15

2

8

8

吉田駅

弥彦駅

令和 2年 3月時点



西蒲区生活交通改善プラン 

- 16 - 

２ 各公共交通機関の連携が不足している 

・区内の移動における接続が考慮されていない。 

・一部区間が重複している路線がある。 

・対象者や目的などの制限があり、連携が取りづらい。 

３ 交通結節点に「つなぐ」「たまる」機能が不足している 

・多くのバス路線が集中する巻駅にバスターミナルがない 

・主要な交通結節点である巻駅に商業施設が併設されていない 

４ 利用しやすいサービスの提供が不足している 

・システム、設備及び情報発信の不足 

１ バスが利用者の行動パターンに即した運行形態になっていない 

・出発地及び目的地からバス停までが遠い。 

 ・出発及び到着時刻が利用ニーズに合っていない。 

 ・滞在時間を考慮した往復の運行になっていない。 

（３）公共交通の課題

地域の特性１

集落が点在している

地域の特性２

行政区分と生活圏が一致

していない

地域の特性４

自家用車による送迎が期

待できる高齢者が多い

地域の特性３

自家用車での移動が

メインである

運営上の課題１

バスの利用対象者を明確

化していない

運営上の課題２

区全体の利用実態及びニー

ズが把握できていない

公共交通の課題４

利用しやすいサービス

の提供が不足している

公共交通の課題３

交通結節点に「つなぐ」

「たまる」機能が不足

している

公共交通の課題１

バスが利用者の行動パ

ターンに即した運行形

態になっていない

公共交通の課題２

各公共交通機関の連携

が不足している

運営上の課題４

バス利用者が少なく、行政

の費用負担が大きい

運営上の課題３

各種バスの運営主体が

別々である

凡例

影響を及ぼす方向

関連するまとまり

利便性に関するもの

持続可能性に関する

もの

【地域の特性及び運営上の課題との関係性】 
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廃止路線バス 

現行路線バス 

＜参考資料＞ 平成10年以降に廃止されたバス路線 
至 内野

JR越後線

弥彦駅

至 燕

至 柏崎

JR弥彦線

浦浜－角田浜－巻

１日１５便程度

H16.10 区間廃止さ
れ，終点が角田浜

に。

間瀬－弥彦－吉田

１日６便程度

H17.10廃止

赤塚－弥彦

１日６便程度

H16.10廃止

角田浜－西川

１日数便

H10頃廃止

巻－西川

１日８便程度

H13.10廃止

西川－貝柄－大野

１日６便程度

H14.10廃止

かつては新潟まで運行。

利用者減により区間廃

止を重ねた。

巻－栄町－燕

１日８便程度

H14.10廃止

巻－栄町－吉田

１日４便程度

H15.4廃止

かつては新潟まで運行。

利用者減により区間廃

止を重ねた。

巻－吉田

１日数便

H10頃廃止

岩室駅

越後曽根駅

巻駅 

至 加茂

吉田駅

北吉田駅

至 白根 

至 燕

巻－巻潟東 IC 
１日３便

H28年度のみ運行
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４ 

西蒲区の具体的な交通施策
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 （１）目標

 （２）基本方針

個々の交通機関だけでは利用目的が限定されやすいため、各種交通機関の結節機能

を強化して乗り継ぎ利用を促進することで相互に利用拡大し、区全体の交通の活性化

が図られるよう、関係機関とともに取り組んでいきます。

③ 交通結節点に「つなぐ」「たまる」機能を強化します

 超高齢社会へ対応し、誰もが安心して暮らし続けることができる西蒲区を築

いていくため、公共交通空白地域の不便さの解消や、区内公共交通全体の活性

化と利便性向上を図り、将来にわたり持続可能な交通環境を構築します。

公共交通の利用を阻害しうるサービス不足を、システム、整備及び情報発信の観点

で解消を目指します。また、利用者ニーズの把握についても、効果的な方法を検討し

ていきます。

④ 利用しやすいサービスの提供を強化します

既存公共交通機関の運営主体同士の協働の仕組みを検討し、効率化を図ります。

まずは連携が取りやすい方法から着手し、徐々に連携や協働を深めます。

② 各公共交通機関の連携を強化し協働の仕組みの構築を目指します

通勤及び通学についてはすでに目的が明確であること及び西蒲区内の高齢者人口の

増加を考慮し、高齢者の利用にあわせた運行の改善に取り組みます。

① 利用者の行動パターンに即したバスの運行形態を再検討します
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 （３）令和２年度以降の取り組み

西蒲区では４つの基本方針に基づき、以下の具体的な取り組みを推進することで、公共交通の課題を解決し、区内公共交通全体の活性化と利便性向上及び将来にわたり持続可能な交通環境の構築を図ります。

①利用者の行動パターンに即したバスの運行形態を再検討します

1
主要施設前へのバス停の移動及び
新設

スーパーマーケット、総合病院等主要施設のロータリー等にバス停の
移動または新設を行い、利便性向上を図る。

検討・協議：２箇所以上
各運行事業者
新潟市都市政策部都市交通政策課
新潟市西蒲区地域総務課

2
施設利用時間と所要時間を考慮した
ダイヤの設定

スーパーマーケット、総合病院等主要施設の最寄りバス停において、
施設の利用時間を考慮したダイヤを設定し、利便性向上を図る。

検討・協議：２箇所以上
各運行事業者
新潟市都市政策部都市交通政策課
新潟市西蒲区地域総務課

3
既存交通機関活用による地区内
移動手段の確保

一部路線の重複があり、対象者が限定されている福祉バス、スクール
バス、買い物支援事業について、一元化に向けた検討・協議を行う。

検討・協議開始
新潟市西蒲区地域総務課
新潟市西蒲区健康福祉課
新潟市教育委員会西蒲区教育支援センター

②各公共交通機関の連携を強化し協働の仕組みの構築を目指します

4 公共交通機関の接続の見直し
路線バス、区バス、福祉バスなど、異なるバス同士の接続を見直し、
区内移動の利便性向上を図る。

検討・協議：１箇所以上

各運行事業者
新潟市都市政策部都市交通政策課
新潟市西蒲区地域総務課
新潟市西蒲区健康福祉課

5
区役所内でバスを運行する部署の
連携の強化

区役所内でバスを運行する部署による連携体制を構築する。 実施

新潟市西蒲区地域総務課
新潟市西蒲区健康福祉課
新潟市西蒲区産業観光課
新潟市教育委員会西蒲区教育支援センター

6 民間事業者との連携強化
送迎バス等を運行する民間事業者と行政の連携について検討・協議を
行う。

検討・協議開始 新潟市西蒲区地域総務課

7
各主体が協働しやすい運営のあり方の
検討

住民主体の地区内交通協議会の設置について検討・協議する。 検討開始 新潟市西蒲区地域総務課

②交通結節点に「つなぐ」「たまる」機能を強化します

8 既存施設へのバス待合所の設置
バス停近くの主要な商業施設、公共施設等にバス待合所の設置を検討
する。

設置数：３箇所以上 新潟市西蒲区地域総務課

9 主要な交通結節点の整備
主要な交通結節点である巻駅へのバスターミナル設置、駅東西の
往来が可能な通路の設置等を検討する。

検討・協議 新潟市西蒲区建設課

④利用しやすいサービスの提供を強化します

10
利用状況と利用者ニーズを把握する
仕組みの構築

潜在利用者のニーズを把握するアンケート等の実施。 実施 新潟市西蒲区地域総務課

11
（免許を返納した）高齢者にとっての
利便性向上に向けたサービスの提供

免許返納によるインセンティブを検討し、高齢者の利便性
向上を図る。

検討・協議開始
新潟市都市政策部都市交通政策課
新潟市西蒲区地域総務課

12 webにおける情報発信の充実
google mapの乗換案内システム等の活用により、区バス等のさらな
る情報発信や利便性向上を図る。

実施１路線以上
各運行事業者
新潟市西蒲区地域総務課

基本
方針

取り組み内容
令和４年度

実施目標
（令和４年度末時点）

具体的な取り組み 実施主体
令和２年度 令和３年度

スケジュール
No.

検討・協議

検討

検討

検討・協議

検討・協議

検討・協議

実施

検討・協議
実施

検討・協議

検討・協議

検討・協議

検討・協議
実施

検討

実施

実施

実施

実施

主要な交通結節点である巻駅において、バス路線との結節強化にも資
する駅前広場の整備を行うこと等を検討する。
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＜参考＞  

「西蒲区生活交通改善プラン」基本方針と「にいがた都市交通戦略プラン」及び

「新潟市地域公共交通網形成計画」基本方針との対応について

「西蒲区生活交通改善プラン」基本方針は、「にいがた都市交通戦略プラン」及び「新潟 

市地域公共交通網形成計画」基本方針と以下のように対応しています。 

都心アクセスに
資する公共交通を
維持・拡充します

広域交通（駅・港・
空港）と都市交通の
連携を図ります

基幹公共交通軸を
段階的に整備し
まちなかの回遊性を
強化します

多様なライフステージ
の移動ニーズに応じ
た区バス・住民バス
を確保します。

公共交通の利便性を
向上させ自家用車
からの転換を促進し
ます。

Ⅴ みんなで築き
   上げる交通戦略

Ⅰ 多核連携型の
　 まちづくりを
　 支える交通戦略

Ⅱ 都市の活力と
　 拠点性を強化
   する交通戦略

Ⅲ まちなかの
　 賑わいを創出
   する交通戦略

Ⅳ 暮らしを支える
　 モビリティを
   地域で育む
   交通戦略

② 各公共交通機関の

連携を強化し協働

の仕組みの構築を

目指します

③ 交通結節点に「つ

なぐ」「たまる」

機能を強化します

④ 利用しやすい

サービスの提供を

強化します

にいがた都市

交通戦略プラン

新潟市地域公共

交通網形成計画

西蒲区生活交通

改善プラン

都心アクセスの強化

市民や関係者による協働

生活交通の確保維持・強化

都心部での移動円滑化

広域交通との連携

① 利用者の行動

パターンに即した

バスの運行形態を

　再検討します
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５ 

西蒲区が目指す交通の将来像
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・凡例等の説明 

【ハブバス停】 

 区内各地域の主要施設等にハブバス停を 

設置し、地域内の交通結節点とします。 

図のハブバス停の位置はイメージであり、 

具体的な位置は、今後取り組みを進める中で 

検討していきます。 

【路線バス】 

 既存の路線バスは、通学便などを除いて、 

巻駅前から各ハブバス停までの運行を基本 

とします。 

区外への移動は各ハブバス停からの発車 

とし、需要に応じて検討します。 

【各地域内の移動】 

 ハブバス停から地域内の移動については、 

地域の実情や持続可能性を考慮した上で運行 

方法を検討します。 

現状では、自宅からハブバス停までの相乗 

りタクシー方式や定時定路線方式を含めた 

デマンド交通が候補として考えられます。 

（１）西蒲区が目指す交通の将来像（案） 

現在、西蒲区のバス交通は自家用車普及などによる利用者減少、

それに伴う財政負担の増加、全国的な問題である運転士不足などか

ら存続が危ぶまれており、今後もこれらの問題は深刻化していくも

のと考えられます。

そこで、公共交通空白地域の不便さを解消し、持続可能な公共交

通を実現するため、「西蒲区が目指す交通の将来像（案）」を作成し

ました。

公共交通空白地域の不便さ解消という視点から、区内移動の中心

的な役割を担うバス交通を中心に、P20「令和２年度以降の取り組
み」と並行して中長期的に検討していきます。

凡例
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